
 

ニュースレポート 

令和７年４月１日 

 

報 道 機 関  各 位 

税務課固定資産税係   

 

 

タイトル  固定資産税・都市計画税の課税誤りについて           

 

下記のとおり報告いたしますのでよろしくお願いいたします。 

 

行事・事業名 

 

固定資産税・都市計画税の課税誤りについて 

 

日  時 

 

－ 

 

場所・住所 

 

－ 

趣旨・目的（ＰＲしたいこと） 

  令和 7 年度固定資産税・都市計画税の当初課税処理を進めている中で、過年度

の固定資産税・都市計画税に課税誤りがあることが判明しました。なお、対象とな

る方に対しては、既に連絡済であり、4月 30日に過誤納金を還付する予定です。 

   

 ●課税誤り内容 

⑴ 地価の下落が反映されていなかった。  

対象年度 対象筆数 対象となる方 過誤納金(円) 

R4～R6年度 37筆 18名 522,900円 

⑵ 廃止された路線価で土地を評価していた。 

対象年度 対象筆数 対象となる方 過誤納金(円) 

R3～R6年度 5筆 5名 21,600円 
 

問い合わせ先 

部課係名：総務部税務課固定資産税係 

担当者名：西原 

電 話：0791-43-6804        内線（2119） 

F A X：0791-43-6892 

〇添付資料（有・○無） ○ホームページへの掲載（○有・無） 〇議会報告（○有・無） 

AKO CITY 

赤穂市 


